
荷主勧告制度の運用

地 方 運 輸 局運 輸 支 局

〈新たな措置：事業法、通達を改正〉

【労基通報】

・過労運転防止違反

【公安委員会通知】
・最高速度違反

【道路管理者通知】

・車両制限令違反

（※）行政処分のうち重大なものとは、事業停止処分事案、 過労運転防止違反の件数が多い事案、死亡事故等の社会的影響が大きい事案とする。
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荷主の関わ
りの蓋然性
が高い法令
違反につい
て、当該違
反運行時の
積載貨物の
荷主を特定

・過労運転防止違反の
うち、相当割合以上
が同一荷主の場合

・非合理的な到着時間の設定
・手待ち時間の恒常的な発生
・積込み前に貨物量を増やす急な依頼
・やむを得ない遅延に対するペナルティ

○荷主関与の蓋然性が高い法令違反情報に対して、迅速に荷主を
特定し改善の協力を要請する仕組みを創設。

○荷主勧告の発動基準及び荷主関与の判断基準をより明確化。

荷主の関与が
認められる事案

【公安委員会通知】

・最高速度違反

・過積載運行

荷主の主体的な関与が認められる事案
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過去３年以内
に警告書を受
け、その際に
改善の意志表
示があったに
もかかわらず、
改善がなされ
ていない場合

・過去３年以内にトラッ
ク事業者に対する行
政処分に関連した
協力要請書を受けた
場合

行政処分を行うもの

巡回指導や監査に
より違反行為を確
認するもの等

当該違反運
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を特定
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法令違反情報

同様の事案が
再発した場合

〈平成２９年通達〉

○貨物軽自動車運送事業者を対象に追加
○警告書の発出対象を従前のものに加え、過去３年以内に、支社等の別、
法令違反行為の種別を問わず５回の協力要請を受けていた場合を追加。




